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梨
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設
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者
提
出
書
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閲
覧
場
所
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一
部
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改
正
す
る
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示
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…
一

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
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域
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び
許
可
地
域
の
指
定
の
一
部
を
改
正
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一
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る
告
示

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
区
域

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
、
六
の
項
及
び
七
の
項
の
規
定
に
よ
り

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一

知
事
が
指
定
す
る
区
域
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
容
積
率
等
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一

限
度
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
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令

○
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梨
県
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動
計
画
推
進
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部
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程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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…
…
…
二

○
山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
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改
正
す
る
訓
令
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
青
少
年
総
合
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
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関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
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…
二

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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…
…
…
…
…
…
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三

○
山
梨
県
公
印
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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…
…
…
…
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…
…
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…
…
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…
三

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
六
号

山
梨
県
建
設
業
者
提
出
書
類
閲
覧
所
（
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

「
山
梨
県
土
木
部
土
木
総
務
課
内
」
を
「
山
梨
県
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
内
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
七
号

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
（
平
成
四
年
山
梨
県
告

示
第
百
十
五
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（四）
中
「
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
」
を
「
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
指
導
課
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
八
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
区
域
（
平
成

六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

「
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
」
を
「
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
指
導
課
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
九
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
、
六
の
項
及
び
七
の
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

指
定
す
る
区
域
（
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

「
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
」
を
「
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
指
導
課
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
号

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
容
積
率
等
の
限
度
を

定
め
る
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
容
積
率
等
の
限

度
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
容
積
率
等
の
限
度
を

定
め
る
告
示
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
」
を
「
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
指
導
課
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
五
号

月　曜　日
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こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
知
事
政
策
室
長
」
を
「
知
事
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
知
事
政
策
室
」
を
「
知
事
政
策
局
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
知
事
政
策
室
長
」
を
「
知
事
政
策
局
長
」
に
、「
土
木
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」

に
改
め
る
。

「

別
表
第
二
中
　
　
知
事
政
策
室
　
知
事
政
策
室
次
長
　
政
策
参
事
　
政
策
主
幹

「
を
　
　
知
事
政
策
局
　
知
事
政
策
局
次
長
　
政
策
参
事
　
政
策
主
幹

」

「

に
、

土
木
部
　
　
　
土
木
部
次
長
　
企
画
調
整
主
幹

」

「
を
　
　
県
土
整
備
部
　
県
土
整
備
部
次
長
　
企
画
調
整
主
幹

」

に
改
め
る
。

」
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
３
項
中
「
企
画
部
理
事
」
を
「
知
事
政
策
局
次
長
」
に
改
め
る
。

第
５
条
中
「
企
画
部
新
行
政
シ
ス
テ
ム
課
」
を
「
知
事
政
策
局
行
政
改
革
推
進
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
知
事
政
策
室
長
」
を
「
知
事
政
策
局
長
」
に
、「
土
木
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
企
画
部
理
事
　
知
事
政
策
室
次
長
」
を
「
知
事
政
策
局
次
長
」
に
、「
土
木
部
次
長
」

を
「
県
土
整
備
部
次
長
」
に
改
め
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

山
梨
県
青
少
年
総
合
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
青
少
年
総
合
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
青
少
年
総
合
対
策
本
部
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
中
「
知
事
政
策
室
長
」
を
「
知
事
政
策
局
長
」
に
、「
土
木
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」

に
改
め
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

二



労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
項
中
「
、
看
護
大
学
、
看
護
大
学
短
期
大
学
部
」
を
削
り
、
同
表
三
の
項
中
「
成
人
支
援

課
、
児
童
支
援
課
」
を
「
地
域
支
援
課
、
通
園
支
援
課
、
通
所
支
援
課
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
中

「
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
職
員
駐
在
規
程
に
基
づ
き
甲
府
市
丸
の
内
に
駐
在

す
る
職
員
並
び
に
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
二
　
パ
ス
ポ
ー
ト
セ

一
週
間
に
つ
い

勤
務
時
間
の

一
時
間
と
し
土
曜
日
及
び
所

ン
タ
ー
に
勤
務
す
る

て
四
十
時
間
（

割
振
り
は
、
所

、
そ
の
割
振
り
長
が
四
週
間
ご

職
員

た
だ
し
、
休
憩

長
が
定
め
る
。

は
、
所
長
が
定
と
の
期
間
に
つ

時
間
を
除
く
。

め
る
。

い
て
定
め
る
日

）

曜
日
以
外
の
四

の
日
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
の
表
中
「

県
民
室
長
　
　
　
　
　
県
民
室
に
配
置
さ
れ
た
次
長
又
は
主
幹

「

県
民
室
長
　
　
　
　
　
県
民
室
に
配
置
さ
れ
た
次
長
又
は
主
幹

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
「

産
業
立
地
室
長
　
　
　
産
業
立
地
室
に
配
置
さ
れ
た
主
幹
　
　
　
　
　
　
」

、
産
業
立
地
室
長
」
及
び
「
、
短
期
大
学
学
長
」
を
、「
産
業
技
術
短
期
大
学
校
長
を
除
く
。）
知
事

補
佐
官
又
は
会
計
管
理
者
」
を
「
産
業
技
術
短
期
大
学
校
長
を
除
く
。）」
に
改
め
、「
、
短
期
大
学
の

事
務
局
長
」
を
削
り
、「
知
事
政
策
室
長
」
を
「
知
事
政
策
局
長
」
に
、「
知
事
政
策
室
に
」
を
「
知

事
政
策
局
に
」
に
、「
又
は
副
主
査
」
を
「
、
副
主
査
、
主
任
、
専
門
員
又
は
主
事
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
知
事
政
策
室
専
用
」
を
「
知
事
政
策
局
専
用
」
に
、「
知
事
政
策
室
長

印
」
を
「
知
事
政
策
局
長
印
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
土
木
部
専
用
」
を
「
県
土
整
備
部
専
用
」

に
、「
土
木
部
長
印
」
を
「
県
土
整
備
部
長
印
」
に
、「
土
木
総
務
課
長
」
を
「
県
土
整
備
総
務
課
長
」

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
、
看
護
大
学
、
看
護
大
学
短
期
大
学
部
」
を
削
る
。

別
表
知
事
印
の
項
中
「
知
事
政
策
室
用
」
を
「
知
事
政
策
局
用
」
に
、「
土
木
部
用
」
を
「
県
土
整

「

「

県
　
事
　
印
　
　
　
　
　
県
　
事
　
印

長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

備
部
用
」
に
改
め
、
同
表
部
長
印
の
項
中
　
　
梨
　
　
　
室
　
　
を
　
　
梨
　
　
　
局
　
　
に
改
め
、

策
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策

山
　
知
　
政
　
　
　
　
　
山
　
知
　
政

」

」

「

「

事
　
○
　
印
　
　
　
　
　
事
　
○
　
印

知
　
○
　
　
　
　
　
　
　
知
　
○

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

三



同
表
本
庁
の
課
長
印
の
項
中
　
　
県
　
室
　
長
　
　
を
　
　
県
　
局
　
長
　
　
に
改
め
、
同
表
税
務
出

梨
　
策
　
　
　
　
　
　
　
梨
　
策

山
　
政
　
課
　
　
　
　
　
山
　
政
　
課

」

」

「

「

○
　
税
　
印
　
　
　
　
　

県
　
所
　
員
　
　
　
　
　
総
　
務
　

納
員
印
の
項
中
　
　
梨
　
務
　
納
　
　
を
　
　
県
　
事
　
　
　
　
に
改
め
、
「
及
び
自
動
車
税
県
税
事

山
　
事
　
出
　
　
　
　
　
梨
　
税
　

○
　
務
　
　
　
　
　
山
　
県
　
　

」

」

務
所
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
知
事
政
策
室
（
秘
書
課
及
び
広
聴
広
報
課
を
除
く
行
政
組
織
に
限
る
。

以
下
同
じ
。）」
を
「
知
事
政
策
局
（
秘
書
課
、
広
聴
広
報
課
及
び
行
政
改
革
推
進
課
を
除
く
行
政
組

織
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

「
企
画
課

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「
知
事
政
策
室
」
を
「
知
事
政
策
局
」
に
、

新
行
政
シ
ス
テ
ム
課

企
画
　
　
　
　
　
　
　
「
行
政
改
革
推
進
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
革

に
、

行
シ
　
　
　
　
」

企
画
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
画

「
国
際
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
　
　
　
　
　
　

に
、

を
「
人
事
課

」

人
事
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
　
　
　
　
　
」

「
管
財
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
管

人
　
　
　
　
　
」
に
、

営
繕
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
営

を
「
管
財
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
管
　
　
　
　
　
」
に
、
「
循
環
型
社
会
推
進

」

課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
循
推
　
　
　
　
」
を
「
環
境
創
造
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
創

「
観
光
資
源
課

」
に
、
「
観
光
資
源
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
資
　
　
　
　
」
を

国
際
交
流
課

観
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
土
木
総
務
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土

国
交
　
　
　
　
」

総
　
　
　
　
」
を
「
県
土
整
備
総
務
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
土
総
　
　
　
」
に
、
「
会
計
課

営
繕
課

出
会
　
　
　
　
」
を

会
計
課

営
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
工
事
検

に
、
「
工
事
検
査
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
工
　
　
　
　
」
を

出
会
　
　
　
　
」

情
報
産

査
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
工
　
　
　
　
　
　
　
「
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室

に
、

業
振
興
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
産
振
　
　
　
」

国
際
観
光
振
興
課

廃
対
　
　
　
　
　
　
「
県
立
病
院
経
営
企
画
室
　
　
　
　
　
　
　
　
病
経
企
　
　
　
　

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
技

国
観
振
　
　
　
」

廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室
　
　
　
　
　
　
　
廃
対
　
　
　
　
」

「
美
し
い
県
土
づ
く
り
推
進
室

術
管
理
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
技
管
　
　
　
　
」
を
　
建
設
業
対
策
室

技
術
管
理
室

県
土
推

建
対
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

技
管
　
　
　
　
」

「
東
京

別
表
第
一
の
２
の
表
中
「
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
中
北
セ
　
　
　
」
を

中
北

「
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
事

に
、

東
京
事
務
所

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
中
北
セ
　
　
　
」

職
員
研
修
所

パ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

東
事
　
　
　
　
　
を
「
職
員
研
修
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
研
　
　
　
　
」
に
、

職
研
　
　
　
　
」

自
動
車
税
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
税
　
　
　
　
　
を
「
県
立
大
学

県
立
大
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
大
　
　
　
　
」

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

四

山 梨 県 ○

○ 事 務 所 税

務 出 納 員 印

山 梨 県 総 合

県 税 事 務 所

税 務 出 納 員 印



県
大
　
　
　
　
」
に
、
「
障
害
者
相
談
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
相
　
　
　
　
」
を

「
北
病
院

「
障
害
者
相
談
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
相
　
　
　
　
　
に
、
看
護
大
学

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
精
保
　
　
　
　
」

看
護
大
学
短
期
大
学
部

北
病

看
大
　
　
　
　
　
を
「
北
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
病

看
短
大
　
　
　
」

「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
動
指

に
、

を
「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
精
保
　
　
　
　
」

動
指
　
　
　
　
」
に
、
「
大
阪
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪

「
大
阪
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
農
業
大
学
校

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ス
　
　
　
　
」

「
農
業
大
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
校

農
校
　
　
　
　
」
を

専
門
学
校
農
業
大
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
専
農
校

「
釜
無
川
流
域

に
、「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
事
務
所
」
に
、

」

桂
川
流
域
下

下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
釜
無
下
水

を
「
流
域
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流

水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
桂
川
下
水
　
　
」

域
下
水
　
　
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
八
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
出
納
長
　
政
策
秘
書
室
長
」
を
「
知
事
補
佐
官
　
知
事
政
策
局
長
」
に
、「
土
木
部

長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
　
会
計
管
理
者
」
に
、「
林
務
長
」
を
「
林
務
長
　
産
業
立
地
室
長
」
に
改

め
る
。

別
表
第
二
中
「
土
木
総
務
課
長
」
を
「
県
土
整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号

土
　
　
木
　
　
部
　
　
長

建
　
設
　
事
　
務
　
所

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
達
先
中
「
土
木
部
」
を
「
県
土
整
備
部
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

五
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行
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梨
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甲
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二
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日
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